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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を取り付けるための複数の取付け部と、
　前記複数の取付け部に連通しており、取付け部毎に異なる種類の洗浄消毒メニューを同
時に実施することのできる洗浄消毒部と、
　前記内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読み取り部と、
　前記内視鏡情報に基づいて前記洗浄消毒メニューを決定し、決定した前記洗浄消毒メニ
ューを実施する取付け部を特定するための取付け部特定情報を出力する制御部と、
　前記制御部から出力された前記取付け部特定情報を報知する報知部と、
を有することを特徴とする洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記報知部は、ディスプレイであり、
　前記ディスプレイは、割り当てられた前記取付け部の名称または位置を表示することを
特徴とする請求項１に記載の洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記報知部は、前記複数の取付け部のそれぞれに配置された点灯部であり、
　割り当てられた前記取付け部に配置された前記点灯部のみ点灯または点滅することを特
徴とする請求項１に記載の洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記取付け部に前記内視鏡が接続されたことを検知する接続検知部をさらに有し、
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　前記制御部は、前記接続検知部からの検知結果に基づいて、割り当てられた前記取付け
部に前記内視鏡が接続されたか否かを判定し、
　前記報知部は、前記制御部が割り当てていない前記取付け部に前記内視鏡が接続された
と判定した場合、エラーを報知することを特徴とする請求項１に記載の洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄消毒装置に関し、特に、複数の洗浄消毒メニューを同時に実施すること
のできる洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体内の検査及び治療の目的に使用される内視鏡は、体内に挿入する挿入部の外表
面だけでなく、送気送水管路、吸引管路、処置具挿通用管路等の各内視鏡管路内にも汚物
が付着する。そのため、内視鏡は、外表面に限らず、必ず各内視鏡管路内についても洗浄
及び消毒する必要がある。このような、内視鏡を洗浄及び消毒する従来の内視鏡洗浄消毒
装置としては、例えば特開平１１－２７６４３４号公報に示す内視鏡洗浄消毒装置がある
。
【０００３】
　この特開平１１－２７６４３４号公報の内視鏡洗浄消毒装置は、洗浄槽を有しており、
検査終了後の内視鏡を洗浄槽の内部にセットして洗浄消毒することがきるようになってい
る。具体的には、使用後の内視鏡を洗浄槽にセットし、各種操作スイッチの操作によって
制御部からの指令に基づいて洗浄、消毒、すすぎ、送気の各工程が自動的に行われる。
【０００４】
　従来の洗浄消毒装置は、特開平１１－２７６４３４号公報に開示されているように、内
視鏡を取付ける取付け部が１つしか設けられておらず、１つの内視鏡に対してのみ洗浄消
毒メニューを行っていた。作業効率を上げるためには、複数の内視鏡に対して同時に洗浄
消毒メニューを行うことが好ましい。そのため、従来の洗浄消毒装置に複数の取付け部を
設け、複数の内視鏡を取付けることができるようにすることが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、内視鏡は、種類によって長さや容積等が異なるため、その内視鏡の種類
に応じて洗浄消毒メニューが異なる。そのため、洗浄消毒装置に複数の取付け部を設けた
場合、ある種類の内視鏡に応じた洗浄消毒メニューが割り当てられた取付け部に、正しく
対応する内視鏡を取付けることができず、誤接続する可能性が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明は、複数の内視鏡の洗浄消毒メニューを行う際に、誤接続を防止するこ
とができる洗浄消毒装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の洗浄消毒装置は、内視鏡を取り付けるための複数の取付け部と、前記
複数の取付け部に連通しており、取付け部毎に異なる種類の洗浄消毒メニューを同時に実
施することのできる洗浄消毒部と、前記内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読み
取り部と、前記内視鏡情報に基づいて前記洗浄消毒メニューを決定し、決定した前記洗浄
消毒メニューを実施する取付け部を特定するための取付け部特定情報を出力する制御部と
、前記制御部から出力された前記取付け部特定情報を報知する報知部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図２】第２の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図３】ＩＤチップに格納されているテーブルの例を説明するための図である。
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【図４】洗浄消毒装置１内の記憶部に記憶されているテーブルの例を説明するための図で
ある。
【図５】報知部７に表示される接続情報の表示例を示す図である。
【図６】２本同時に洗浄消毒メニューを実行する場合の例を説明するための図である。
【図７】内視鏡１００ａに接続される洗浄消毒用チューブについて説明するための図であ
る。
【図８】内視鏡１００ａを洗浄消毒装置１にセットした例について説明するための図であ
る。
【図９】内視鏡１００ｂに接続される洗浄消毒用チューブについて説明するための図であ
る。
【図１０】内視鏡１００ａ及び１００ｂを洗浄消毒装置１にセットした例について説明す
るための図である。
【図１１】洗浄消毒用チューブの接続処理の例について説明するためのフローチャートで
ある。
【図１２】第４の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図１３】第５の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図１４】第５の実施の形態に係る洗浄消毒装置の内部構成について説明するための図で
ある。
【図１５】接続口及び接続口金の詳細な構成について説明するための図である。
【図１６】接続口及び接続口金が接続されている状態を説明するための図である。
【図１７】洗浄消毒装置、チューブ及び内視鏡の接続状態について説明するための図であ
る。
【図１８】第６の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図１９】第７の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図２０Ａ】取付け部の詳細な構成を説明するための図である。
【図２０Ｂ】取付け部の詳細な構成を説明するための図である。
【図２１Ａ】ソレノイド格納部の構成を説明するための断面図である。
【図２１Ｂ】ソレノイド格納部の構成を説明するための断面図である。
【図２２】第８の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図２３】取付け部の格納時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図２４】取付け部の取り出し時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図２５】管路の巻き取り時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図２６】第９の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【図２７】第９の実施の形態に係る洗浄消毒装置１ｇの作用について説明するための図で
ある。
【図２８Ａ】履歴管理ユニットを斜め前方から見た斜視図である。
【図２８Ｂ】履歴管理ユニットを斜め後方から見た斜視図である。
【図２９Ａ】履歴管理ユニット２００のデータ通信について説明するための図である。
【図２９Ｂ】履歴管理ユニット２００のデータ通信について説明するための図である。
【図２９Ｃ】履歴管理ユニット２００のデータ通信について説明するための図である。
【図３０】履歴管理ユニット２００を洗浄消毒装置１に固定する固定具の例を示す図であ
る。
【図３１】履歴管理ユニット２００を洗浄消毒装置１の両側面に設置した状態を示す図で
ある。
【図３２】図３１を斜め前方から見た拡大図である。
【図３３】洗浄消毒部の配管を説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１０】
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（第１の実施の形態）
　図１は、第１の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。
【００１１】
　図１に示すように、洗浄消毒装置１は、複数の取付け部（２ａ及び２ｂ）と、複数の管
路（３ａ及び３ｂ）と、洗浄消毒部４と、内視鏡情報読み取り部５と、制御部６と、報知
部７と有して構成されている。なお、図１では洗浄消毒装置１は、２つの取付け部２ａ及
び２ｂと、２つの管路３ａ及び３ｂとを有する構成であるが、それぞれ３つ以上の取付け
部及び管路を有する構成であってもよい。
【００１２】
　取付け部２ａ及び２ｂには、内視鏡１００ａ及び１００ｂが取付けられる。内視鏡１０
０ａ及び１００ｂは種類が異なっていてもよい。取付け部には、内視鏡を直接取り付けて
も良いし、管状の洗浄チューブを介して内視鏡を取付けても良い。
【００１３】
内視鏡１００ａには、この内視鏡１００ａの内視鏡情報が記録されたＩＤチップ１０１ａ
が内蔵されている。同様に、内視鏡１００ｂには、この内視鏡１００ｂの内視鏡情報が記
録されたＩＤチップ１０１ｂが内蔵されている。なお、ＩＤチップ１０１ａ及び１０１ｂ
は、それぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂの外部に、内視鏡１００ａ及び１００ｂから外
れないように一体に設けられていてもよい。
【００１４】
　前記内視鏡情報としては、内視鏡の種類、シリアルナンバー、管路長さ、管路径、内部
空間の容積、使用履歴、直前に適用された手技、または使用後の経過時間などが挙げられ
る。
【００１５】
　管路３ａの先端には、取付け部２ａが接続され、後端には、洗浄消毒部４が接続されて
いる。この管路３ａは、取付け部２ａを介して、取付け部２ａに取付けられた内視鏡１０
０ａ内部と連通する。同様に、管路３ｂの先端には、取付け部２ｂが接続され、後端には
、洗浄消毒部４が接続されている。この管路３ｂは、取付け部２ｂを介して、取付け部２
ｂに取付けられた第２の内視鏡１００ｂ内部と連通する。
【００１６】
　洗浄消毒部４は、管路３ａ及び３ｂを介して、それぞれ取付け部２ａ及び２ｂに連通し
ている。また、洗浄消毒部４は、制御部６からの制御に基づいて、内視鏡１００ａ及び１
００ｂが取り付けられる取付け部２ａ及び２ｂ毎に異なる種類の洗浄消毒メニューを同時
に実施することができる。洗浄消毒部４の詳細については後述する。
【００１７】
　洗浄消毒メニューとは、内視鏡を洗浄または消毒する際の設定を指し、例えば、洗浄、
すすぎ、消毒、送気、およびアルコールフラッシュからなる群のうち、少なくとも一つの
工程を含む。これらの工程のいずれを含むのか、各工程の長さを変えること、各工程の温
度を変えること、薬液の組成を変えること、または、薬液の濃度を変えること、などによ
り洗浄消毒メニューを異ならせることができる。
【００１８】
　例えば、チャンネルの長さが異なる内視鏡を同時に洗浄する場合、チャンネルが長い方
の内視鏡を、短い方の内視鏡よりも洗浄時間を長くしたり、薬液温度を高めたり、または
薬液の濃度を高めたりすることで、洗浄消毒メニューを異ならせることができる。
【００１９】
　例えば、使用後の経過時間が異なる内視鏡を同時に洗浄する場合、使用後の経過時間が
長い方の内視鏡を、短い方の内視鏡よりも洗浄時間を長くしたり、薬液温度を高めたり、
または薬液の濃度を高めたりすることで洗浄消毒メニューを異ならせることができる。
【００２０】
　内視鏡情報読み取り部５は、例えば、ＲＦＩＤアンテナ等であり、ＩＤチップ１０１ａ
から内視鏡１００ａの内視鏡情報を読み出し、読み出した内視鏡１００ａの内視鏡情報を
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制御部６に出力する。同様に、内視鏡情報読み取り部５は、ＩＤチップ１０１ｂから内視
鏡１００ｂの内視鏡情報を読み出し、読み出した内視鏡１００ｂの内視鏡情報を制御部６
に出力する。内視鏡情報読み取り部５は、ＩＤチップを有さない内視鏡に対応するため、
ＲＦＩＤ以外の従来公知の方法により内視鏡情報を読み取る機能を有していてもよいし、
使用者が内視鏡情報を手動、または、バーコードで入力できるようになっていてもよい。
【００２１】
　制御部６は、入力された内視鏡１００ａの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ａの洗浄
消毒メニューを決定し、決定した洗浄消毒メニューを取付け部２ａ及び２ｂのいずれで実
行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューは、
取付け部２ａに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当てられた取付け
部２ａを特定するための取付け部特定情報を報知部７に出力する。
【００２２】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた取付け部２ａを特定するための
取付け部特定情報を報知する。検査者は、報知された取付け部特定情報に基づき、洗浄消
毒を行う内視鏡１００ａを取付け部２ａに取付ける。
【００２３】
　次に、制御部６は、入力された内視鏡１００ｂの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ｂ
の洗浄消毒メニューを決定し、決定した洗浄消毒メニューを取付け部２ａ及び２ｂのいず
れで実行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ｂの洗浄消毒メニュ
ーは、取付け部２ｂに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当てられた
取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報を報知部７に出力する。
【００２４】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた取付け部２ｂを特定するための
取付け部特定情報を報知する。検査者は、報知された取付け部情報に基づき、洗浄消毒を
行う内視鏡１００ｂを取付け部２ｂに取付ける。
【００２５】
　報知部７は、例えば、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂの名称または位置を表示
するディスプレイである。なお、報知部７は、取付け部２ａ及び２ｂのそれぞれに配置、
あるいは、取付け部２ａ及び２ｂの近傍のそれぞれに配置されたＬＥＤ等の点灯部であっ
てもよい。この場合、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂに配置された点灯部のみ点
灯または点滅する。または、取付け部情報に基づいて、点灯部を変色させてもよい。
【００２６】
　また、報知部７は、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂの名称または位置を音声で
出力するスピーカ等の音声出力部であってもよい。
【００２７】
　次に、このように構成された洗浄消毒装置１の作用について説明する。
【００２８】
　まず、検査者は、洗浄消毒装置１の図示しない電源をＯＮにし、洗浄消毒メニューを実
行する内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取
り部５に読み取らせる。内視鏡情報読み取り部５によって読み取られた内視鏡１００ａの
内視鏡情報は、制御部６に供給される。
【００２９】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが
決定され、取付け部２ａに内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが割り当てられる。そして
、割り当てられた取付け部２ａを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報知部
７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は、内
視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが割り当てられた取付け部２ａに内視鏡１００ａを取り
付けることができる。
【００３０】
　次に、検査者は、洗浄消毒メニューを実行する内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂに
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記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。内視鏡情報読み取り部
５によって読み取られた内視鏡１００ｂの内視鏡情報は、制御部６に供給される。
【００３１】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ｂの洗浄消毒メニューが
決定され、取付け部２ｂに内視鏡１００ｂの洗浄消毒メニューが割り当てられる。そして
、割り当てられた取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報知部
７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は、内
視鏡１００ｂの洗浄消毒メニューが割り当てられた取付け部２ｂに内視鏡１００ｂを取り
付けることができる。
【００３２】
　以上のように、洗浄消毒装置１は、洗浄消毒メニューを行う内視鏡、例えば、内視鏡１
００ａの内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５で読み取り、複数の取付け部２ａ及び２ｂ
から１つの取付け部、例えば、取付け部２ａに洗浄消毒メニューを割り当てる。そして、
洗浄消毒装置１は、洗浄消毒メニューを割り当てた取付け部２ａを特定するための取付け
部特定情報を報知部７で報知する。洗浄消毒装置１は、内視鏡１００ｂについても同様に
、洗浄消毒メニューを割り当てた取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報を報知
部７で報知する。この結果、検査者は、複数の内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付ける取
付け部２ａ及び２ｂを容易に認識することができる。
【００３３】
　よって、本実施の形態の洗浄消毒装置によれば、複数の内視鏡の洗浄消毒メニューを行
う際に、誤接続を防止することができる。
【００３４】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。
【００３５】
　検査者は、洗浄消毒装置１を用いて洗浄消毒メニューを行う前に、内視鏡１００ａ及び
１００ｂの内部に空気漏れする穴等が形成されていないかを確認する必要がある。そのた
め、洗浄消毒装置１は、空気漏れする穴等の漏水箇所が形成されていないかの漏水検査を
行うための漏水検知部を備えている。本実施の形態では、複数の内視鏡の漏水検査を行う
際に、誤接続を防止することがでる漏水検知を備えた洗浄消毒装置について説明する。
【００３６】
　図２は、第２の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。なお、図２にお
いて、図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００３７】
　図２に示すように、洗浄消毒装置１ａは、図１の洗浄消毒装置１に対して、複数、ここ
では２つの取付け部５０ａ及び５０ｂと、複数、ここでは２つの管路５１ａ及び５１ｂと
、漏水検知部５２とが追加されて構成されている。なお、洗浄消毒装置１ａは、２つの取
付け部５０ａ及び５０ｂと、２つの管路５１ａ及び５１ｂとを有する構成であるが、それ
ぞれ３つ以上の取付け部及び管路を有する構成であってもよい。
【００３８】
　管路５１ａの先端には、取付け部５０ａが接続され、後端には、漏水検知部５２が接続
されている。この管路５１ａは、取付け部５０ａを介して、取付け部５０ａに取付けられ
た内視鏡１００ａ内部と連通する。同様に、管路５１ｂの先端には、取付け部５０ｂが接
続され、後端には、漏水検知部５２が接続されている。この管路５１ｂは、取付け部５０
ｂを介して、取付け部５０ｂに取付けられた第２の内視鏡１００ｂ内部と連通する。
【００３９】
　漏水検知部５２は、管路５１ａ及び５１ｂを介して、それぞれ取付け部５０ａ及び５０
ｂに連通している。また、漏水検知部５２は、制御部６からの制御に基づいて、取付け部
５０ａ及び５０ｂに取付けられた内視鏡１００ａ及び１００ｂに複数の漏水検査メニュー
を同時に実施することができる。
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【００４０】
　内視鏡情報読み取り部５は、ＩＤチップ１０１ａから内視鏡１００ａの内視鏡情報を読
み出し、読み出した内視鏡１００ａの内視鏡情報を制御部６に出力する。同様に、内視鏡
情報読み取り部５は、ＩＤチップ１０１ｂから内視鏡１００ｂの内視鏡情報を読み出し、
読み出した内視鏡１００ｂの内視鏡情報を制御部６に出力する。
【００４１】
　制御部６は、入力された内視鏡１００ａの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ａの漏水
検査メニューを決定し、決定した漏水検査メニューを取付け部５０ａ及び５０ｂのいずれ
で実行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ａの漏水検査メニュー
は、取付け部５０ａに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当てられた
取付け部５０ａを特定するための取付け部特定情報を報知部７に出力する。
【００４２】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた取付け部５０ａを特定するため
の取付け部特定情報を報知する。検査者は、報知された取付け部特定情報に基づき、漏水
検知用の内視鏡１００ａを取付け部５０ａに取付ける。
【００４３】
　次に、制御部６は、入力された内視鏡１００ｂの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ｂ
の漏水検査メニューを決定し、決定した漏水検査メニューを取付け部５０ａ及び５０ｂの
いずれで実行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ｂの漏水検査メ
ニューは、取付け部５０ｂに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当て
られた取付け部５０ｂを特定するための取付け部特定情報を報知部７に出力する。
【００４４】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた取付け部５０ｂを特定するため
の取付け部特定情報を報知する。検査者は、報知された取付け部特定情報に基づき、漏水
検知用の内視鏡１００ｂを取付け部５０ｂに取付ける。
【００４５】
　次に、このように構成された漏水検査装置１の作用について説明する。
【００４６】
　まず、検査者は、洗浄消毒装置１ａの図示しない電源をＯＮにし、漏水検査を実行する
内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５
に読み取らせる。内視鏡情報読み取り部５によって読み取られた内視鏡１００ａの内視鏡
情報は、制御部６に供給される。
【００４７】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ａの漏水検査メニューが
決定され、取付け部５０ａに内視鏡１００ａの漏水検査メニューが割り当てられる。そし
て、割り当てられた取付け部５０ａを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報
知部７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は
、内視鏡１００ａの漏水検査メニューが割り当てられた取付け部５０ａに内視鏡１００ａ
を取り付けることができる。
【００４８】
　次に、検査者は、漏水検査を実行する内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂに記録され
た内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。内視鏡情報読み取り部５によっ
て読み取られた内視鏡１００ｂの内視鏡情報は、制御部６に供給される。
【００４９】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ｂの漏水検査メニューが
決定され、取付け部５０ｂに内視鏡１００ｂの漏水検査メニューが割り当てられる。そし
て、割り当てられた取付け部５０ｂを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報
知部７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は
、内視鏡１００ｂの漏水検査メニューが割り当てられた取付け部５０ｂに内視鏡１００ｂ
を取り付けることができる。
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【００５０】
　以上のように、洗浄消毒装置１ａは、漏水検査を行う内視鏡、例えば、内視鏡１００ａ
の内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５で読み取り、複数の取付け部５０ａ及び５０ｂか
ら１つの取付け部、例えば、取付け部５０ａに漏水検査メニューを割り当てる。そして、
洗浄消毒装置１ａは、漏水検査メニューを割り当てた取付け部５０ａを特定するための取
付け部特定情報を報知部７で報知する。洗浄消毒装置１ａは、内視鏡１００ｂについても
同様に、漏水検査メニューを割り当てた取付け部５０ｂを特定するための取付け部特定情
報を報知部７で報知する。この結果、検査者は、複数の内視鏡１００ａ及び１００ｂを取
付ける取付け部５０ａ及び５０ｂを容易に認識することができる。
【００５１】
　よって、本実施の形態の洗浄消毒装置によれば、複数の内視鏡の漏水検査を行う際に、
誤接続を防止することができる。
【００５２】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について説明する。洗浄消毒装置と内視鏡とは直接接続するこ
ともできるが、通常、洗浄消毒用チューブを介して接続する必要がある。この洗浄消毒用
チューブは、内視鏡毎に異なっており、洗浄消毒装置側の接続箇所が１つだったり、複数
だったりするため、洗浄消毒用チューブの接続方法が複雑であった。また、内視鏡毎に異
なるチューブ情報を検査者はわからないので、取り扱い説明書等を確認しなければ洗浄消
毒用チューブを接続することができなかった。そこで、本実施の形態では、洗浄消毒用チ
ューブの接続を容易にすることができる洗浄消毒装置について説明する。なお、本実施の
形態の洗浄消毒装置は、図１及び図２の洗浄消毒装置の構成と同様である。
【００５３】
　内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａ及び内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂには、
図３に示すテーブル６０が格納されている。図３は、ＩＤチップに格納されているテーブ
ルの例を説明するための図である。
【００５４】
　図３に示すテーブル６０には、内視鏡１００ａ及び内視鏡１００ｂに接続する洗浄消毒
用チューブの名称と、各洗浄消毒用チューブの接続箇所に関する指標が含まれている。洗
浄消毒用チューブは、Biopsyが２つ、Sactionが１つ、Air／Waterが１つ、Jet管路が１つ
、鉗子机上台が１つとなるので、最大で６つの洗浄消毒用チューブを持つ可能性がある。
このテーブル６０の情報は、洗浄消毒装置１の内視鏡情報読み取り部５によって読み取ら
れ制御部６に出力される。
【００５５】
　制御部６は、１本目の内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａからテーブル６０の情報を
受け取ると、図示しない記憶部に記憶されている図４に示すテーブル６１を参照する。図
４は、洗浄消毒装置１内の記憶部に記憶されているテーブルの例を説明するための図であ
る。
【００５６】
　図４に示すテーブル６１は、各洗浄消毒用チューブの指標から洗浄消毒用チューブの種
類を指定するためのテーブルである。制御部６は、テーブル６１の洗浄消毒用チューブの
種類から接続すべきコネクタ、ここでは、取付け部２ａまたは２ｂを決定する。制御部６
は、報知部７に決定した洗浄消毒用チューブの接続箇所やチューブ情報を表示する。
【００５７】
　図５は、報知部７に表示される接続情報の表示例を示す図である。
【００５８】
　洗浄消毒装置１の洗浄消毒用の取付け部２ａ及び２ｂには、例えば白色が配色され、取
付け部名称としてそれぞれ白１及び白２の名称が付けられている。また、洗浄消毒装置１
は、図示していない洗浄消毒用の取付け部として、例えば紫色が配色された紫１及び紫２
の取付け部、水色が配色された水１及び水２の取付け部、及び、緑色が配色された緑１及
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び緑２の取付け部を備えている。さらに、洗浄消毒装置１の漏水検知用の取付け部５０ａ
及び５０ｂには、例えば黒色が配色され、取付け部名称としてそれぞれ黒１及び黒２の名
称が付けられている。
【００５９】
　検査者は、報知部７に表示される図５の接続情報に基づき、接続する洗浄消毒用チュー
ブの名称及び接続箇所を確認し、１本目の内視鏡１００ａを洗浄消毒装置１に接続する。
検査者は、２本目の内視鏡１００ｂについても同様の処理を行い、内視鏡１００ｂを洗浄
消毒装置１に接続する。なお、制御部６は、２本目の内視鏡１００ｂを接続する取付け部
が不足すると判断した場合、報知部７に例えば「２本同時に処理できません」という表示
を行う。この場合、検査者は、１本目の内視鏡１００ａのみで洗浄消毒メニューを実行す
る。検査者は、２本目の内視鏡１００ｂも洗浄消毒装置１に接続できる場合、２本同時に
洗浄消毒メニューを実行する。
【００６０】
　ここで、２本同時に洗浄消毒メニューを実行する処理について説明する。
【００６１】
　図６は、２本同時に洗浄消毒メニューを実行する場合の例を説明するための図である。
【００６２】
　内視鏡は、管路の数、長さ、径、及び、内視鏡の容量によって洗浄消毒メニューが異な
る。本実施の形態では、内視鏡１００ａは、長い管路を有しており、内視鏡の容量が大き
いものとする。一方。内視鏡１００ｂは、短い管路を有しており、内視鏡の容量が小さい
ものとする。なお、内視鏡の分類は、これらの２分類だけではなく、管路の数、長さ、径
、及び、内視鏡の容量によって細かく分類されている。
【００６３】
　まず、洗浄消毒メニューの前に第２の実施の形態で説明した漏水検査を行う。その後、
内視鏡１００ａ及び１００ｂが漏水していなければ、洗浄消毒メニューを実行する。この
洗浄消毒メニューは、洗浄、すすぎ、消毒、すすぎ、送気、アルコールフラッシュの順番
で処理が実行される。
【００６４】
　長い管路を有し、容量が大きい内視鏡１００ａは、漏水検査では大きな容量のプログラ
ムが実行され、洗浄時間及びすすぎ時間が長く、消毒が標準、すすぎ時間及び送気時間が
長く、アルコールフラッシュの量が多いという洗浄消毒メニューが実行される。一方、短
い管路を有し、容量が小さい内視鏡１００ｂは、漏水検査では小さな容量のプログラムが
実行され、洗浄時間及びすすぎ時間が短く、消毒が標準、すすぎ時間及び送気時間が短く
、アルコールフラッシュの量が少ないという洗浄消毒メニューが実行される。
【００６５】
　なお、内視鏡１００ａ及び１００ｂが同時に洗浄消毒メニューを実行する場合、各個別
の洗浄消毒メニューを実行してもよいが、消毒前の洗浄時間、すすぎ時間、及び、洗浄後
のすすぎ時間、送気時間は、条件の長い方の処理に合わせてもよい。
【００６６】
　次に、洗浄消毒装置１と内視鏡１００ａ及び１００ｂとの間に接続される洗浄消毒用チ
ューブと、内視鏡１００ａ及び１００ｂを洗浄消毒装置１にセットした例について説明す
る。
【００６７】
　図７は、内視鏡１００ａに接続される洗浄消毒用チューブについて説明するための図で
あり、図８は、内視鏡１００ａを洗浄消毒装置１にセットした例について説明するための
図である。
【００６８】
　図７に示すように、内視鏡１００ａに接続される洗浄消毒用チューブ６３の一端は、内
視鏡１００ａの吸引管路の口金１０６ａ及び鉗子口の口金１０７ａに接続される。一方、
洗浄消毒用チューブ６３の他端は、図８に示すように、洗浄消毒装置１の取付け部２ｂに
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接続される。また、内視鏡１００ａには、漏水検知用チューブ６４の一端が接続され、漏
水検知用チューブ６４の他端が漏水検知用の取付け部５０ａに接続される。検査者は、報
知部７に表示される接続情報に基づき、図８のように洗浄消毒用チューブ６３を洗浄消毒
装置１に接続する。
【００６９】
　洗浄消毒用の取付け部２ａ～２ｄには、それぞれＬＥＤ６５ａ～６５ｄが隣接して配置
されている。また、漏水検知用の取付け部５０ａ及び５０ｂには、それぞれＬＥＤ６６ａ
及び６６ｂが隣接して配置されている。なお、接続情報を報知する場合、報知部７による
図５の接続情報の表示に限定されることなく、ＬＥＤ６５ａ～６５ｄ、ＬＥＤ６６ａ及び
６６ｂを点灯、点滅させることで、洗浄消毒用チューブ６３及び漏水検知用チューブ６４
を接続する取付け部２ａ～２ｄ、５０ａ及び５０ｂを報知するようにしてもよい。
【００７０】
　図９は、内視鏡１００ｂに接続される洗浄消毒用チューブについて説明するための図で
あり、図１０は、内視鏡１００ａ及び１００ｂを洗浄消毒装置１にセットした例について
説明するための図である。
【００７１】
　図９に示すように、内視鏡１００ｂに接続される洗浄消毒用チューブ６７の一端は、内
視鏡１００ｂの吸引管路の口金１０６ｂ及び鉗子口の口金１０７ｂに接続される。一方、
洗浄消毒用チューブ６７の他端は、２つに枝分かれしており、図１０に示すように、洗浄
消毒装置１の取付け部２ａ及び２ｃに接続される。また、内視鏡１００ｂには、漏水検知
用チューブ６８の一端が接続され、漏水検知用チューブ６８の他端が漏水検知用の取付け
部５０ｂに接続される。検査者は、報知部７に表示される接続情報に基づき、図１０のよ
うに洗浄消毒用チューブ６７を洗浄消毒装置１に接続することで、接続する取付け部２ａ
～２ｄを間違えることなく、内視鏡１００ａ及び１００ｂを洗浄消毒装置１にセットする
ことができる。
【００７２】
　次に、洗浄消毒用チューブの接続処理について説明する。
【００７３】
　図１１は、洗浄消毒用チューブの接続処理の例について説明するためのフローチャート
である。
【００７４】
　まず、内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａからチューブ情報が取得される（ステップ
Ｓ１）。テーブルを参照し、各チューブの指標から接続するチューブのコネクタ形状が同
定され（ステップＳ２）、接続するチューブコネクタが決定される（ステップＳ３）。接
続するチューブと各チューブに接続する取付け部を表示する（ステップＳ４）。
【００７５】
　次に、内視鏡１００ｂのＲＦＩＤからチューブ情報が取得される（ステップＳ５）。テ
ーブルを参照し、各チューブの指標から接続するチューブのコネクタ形状が同定され（ス
テップＳ６）、接続するチューブコネクタが決定される（ステップＳ７）。
【００７６】
　次に、接続するチューブコネクタがあるか否かが判定される（ステップＳ８）。接続す
るチューブコネクタがあると判定された場合、ＹＥＳとなり、接続するチューブと各チュ
ーブに接続する取付け部を表示し（ステップＳ９）、処理を終了する。一方、接続するチ
ューブコネクタがないと判定された場合、ＮＯとなり、２本目の内視鏡１００ｂを接続で
きないことを表示し（ステップＳ１０）、処理を終了する。
【００７７】
　以上の処理により、検査者は洗浄消毒用のチューブの接続箇所を容易に認識することが
できるため、誤接続の防止や洗浄消毒装置１に内視鏡１００ａ及び１００ｂをセットする
時間を短縮することができる。
【００７８】
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（第４の実施の形態）
　次に、第４の実施の形態について説明する。
【００７９】
　図１２は、第４の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。なお、図１２
において図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　図１２に示すように、洗浄消毒装置１ｂは、図１の制御部６に代わり、制御部６ａを用
いて構成されている。また、洗浄消毒装置１ｂは、逆止弁８ａを内部に有する取付け部９
ａ及び逆止弁８ｂを内部に有する取付け部９ｂがそれぞれ管路３ａ及び３ｂの先端に設け
られて構成されている。また、洗浄消毒装置１ｂは、管路３ａ及び３ｂの所定の位置にそ
れぞれ圧力測定部１０ａ及び１０ｂが設けられて構成されている。
【００８１】
　逆止弁８ａは、取付け部９ａに内視鏡、例えば、内視鏡１００ａが取り付けられていな
いと、弁が閉じて気密が保て、内視鏡１００ａが取り付けられると、弁が開放する構成に
なっている。同様に、逆止弁８ｂは、取付け部９ｂに内視鏡、例えば、内視鏡１００ｂが
取り付けられていないと、弁が閉じて気密が保て、内視鏡１００ｂが取り付けられると、
弁が開放する構成になっている。
【００８２】
　圧力測定部１０ａ及び１０ｂは、制御部６ａに電気的に接続されており、それぞれ管路
３ａ及び３ｂ内の圧力を測定し、測定した圧力値を制御部６ａに出力する。
【００８３】
　本実施の形態では、洗浄消毒部４は、電源がＯＮにされると、制御部６ａの制御に基づ
き、図示しないポンプ等から空気等の気体を管路３ａ及び３ｂに供給し、管路３ａ及び３
ｂを所定の圧力Ｐまで加圧する。なお、所定の圧力Ｐまで加圧する処理は、内視鏡情報が
内視鏡情報読み取り部５に読み取られた後に実行してもよい。制御部６ａは、圧力測定部
１０ａ及び１０ｂから入力される管路３ａ及び３ｂ内の圧力値に基づき、管路３ａ及び３
ｂ内の圧力が所定の圧力Ｐになった否かを検出する。制御部６ａは、管路３ａ及び３ｂ内
の圧力が所定の圧力Ｐになったことを検出すると、洗浄消毒部４からの気体の供給を停止
させる。
【００８４】
　内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが割り当てられた取付け部９ａに内視鏡１００ａが
取付けられると、管路３ａと内視鏡１００ａ内の管路とが連通され、管路３ａ内の圧力が
低下する。管路３ａ内の低下した圧力値は、圧力測定部１０ａから制御部６ａに出力され
る。
【００８５】
　制御部６ａは、管路３ａ内の低下した圧力値を検出することにより、取付け部９ａに内
視鏡１００ａが正しく接続されたことを検知する。制御部６ａは、正しく接続されたこと
を検知すると、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく接続されたことを示す情報を報知
部７に出力し、報知部７に報知させる。
【００８６】
　ここで、内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが割り当てられていない取付け部９ｂに内
視鏡１００ａが取付けられると、管路３ｂと内視鏡１００ａ内の管路とが連通され、管路
３ｂ内の圧力が低下する。管路３ｂ内の低下した圧力値は、圧力測定部１０ｂから制御部
６ａに出力される。
【００８７】
　制御部６ａは、管路３ｂ内の低下した圧力値を検出することにより、内視鏡１００ａの
洗浄消毒メニューが割り当てられていない取付け部９ｂに内視鏡１００ａが誤接続された
ことを検知する。制御部６ａは、誤接続されたことを検知すると、取付け部９ａに内視鏡
１００ａが正しく取り付けられていないことを示すエラー情報を報知部７に出力し、報知
部７に報知させる。
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【００８８】
　次に、このように構成された洗浄消毒装置１ｂの作用について説明する。
【００８９】
　まず、検査者が洗浄消毒装置１ｂの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、洗浄消毒メニューを実行する内視鏡１
００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取
らせる。これにより、取付け部９ａに内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューが割り当てられ
、割り当てられた取付け部９ａを特定するための取付け部特定情報が制御部６ａから報知
部７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。
【００９０】
　報知部７により報知された取付け部特定情報に基づいて、検査者が内視鏡１００ａを取
付け部９ａに正しく取付けると、管路３ａと内視鏡１００ａの管路とが連通され、管路３
ａが減圧される。この圧力変化は、管路３ａ上に設けられた圧力測定部１０ａから制御部
６ａに出力され、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく取付けられたことが認識される
。これにより、制御部６ａから制御に基づいて、報知部７により正しく取付けられたこと
を示す情報が報知される。
【００９１】
　ここで、検査者が内視鏡１００ａを取付け部９ｂに誤接続した場合、管路３ｂと内視鏡
１００ａの管路とが連通され、管路３ｂが減圧される。この圧力変化は、管路３ｂ上に設
けられた圧力測定部１０ｂから制御部６ａに出力され、取付け部９ａに内視鏡１００ａが
正しく取付けられていないことが認識される。即ち、制御部６ａでは、取付け部９ａに内
視鏡１００ａを取付けるように指示していたのに、取付け部９ａに接続された管路３ａの
圧力ではなく、取付け部９ｂに接続された管路３ｂの圧力が低下したため、取付け部９ａ
に内視鏡１００ａが正しく取付けられていないと判断される。これにより、制御部６ａか
ら制御に基づいて、報知部７により正しく取付けられていないことを示すエラー情報が報
知される。
【００９２】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｂは、２つの内視鏡１００ａ及び１００ｂが割り当てら
れた取付け部９ａ及び９ｂに正しく取付けられたかを自動で判定することができるため、
誤接続した状態での洗浄消毒メニューを防止することができる。また、洗浄消毒装置１ｂ
は、誤接続を検知した場合、報知部７でエラー情報を報知するので、検査者は、誤接続に
容易に気づくことができる。
【００９３】
（第４の実施の形態の変形例１）
　第４の実施の形態の変形例として、圧力測定部１０ａと洗浄消毒部４との間、圧力測定
部１０ｂと洗浄消毒部４との間それぞれに開閉可能な弁を備える構造が挙げられる。さら
に、弁は制御部６ａにより制御可能であることが望ましい。
【００９４】
　ポンプによって加圧された各管路３ａ、３ｂ内の圧力は、逆止弁８ａ、８ｂとそれぞれ
の弁を閉じることによって、所定の加圧状態を保持できる。
【００９５】
　弁の利用法として例えば、弁を閉めることで洗浄消毒部４からの気体の供給を停止する
ことができるので、管路３ａ及び３ｂ内の圧力が所定の圧力Ｐになったことを圧力測定部
１０ａ、１０ｂが検出し、その信号を制御部６ａが受けたところで制御部６ａからそれぞ
れの弁を閉めるよう信号を出し、洗浄消毒部４からの気体の供給を停止させてもよい。
【００９６】
（第４の実施の形態の変形例２）
　第４の実施の形態の変形例として、圧力測定部１０ａ、１０ｂを利用した接続検知が挙
げられる。圧力測定部１０ａ、１０ｂ側、または制御部６ａ側に、管路内３ａ、３ｂが所
定の圧力まで達しているかを判断できる圧力判断部を設けることにより、弁、逆止弁８ａ
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、８ｂ、または管路３ａ、３ｂの異常、逆止弁８ａ、８ｂと内視鏡１００ａ、１００ｂと
の接続異常を検知することができる。
【００９７】
　具体的には、正常時の圧力と、圧力測定部１０ａ、１０ｂが測定した圧力とを圧力判断
部が比較できるようにしておくことで、弁および逆止弁８ａ、８ｂを閉じた際の圧力が正
常時よりも所定範囲で低かった場合、弁、逆止弁８ａ、８ｂ、または管路３ａ、３ｂの破
損によるガス漏れを検知することができる。また、逆止弁８ａ、８ｂと内視鏡１００ａ、
１００ｂとが上手く噛み合っていないことによるガス漏れを検知することができる。
【００９８】
　上述の異常を検知した際には、報知部７を用いて報知をすることもできる。
【００９９】
（第５の実施の形態）
　次に、第５の実施の形態について説明する。
【０１００】
　図１３は、第５の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。なお、図１３
において図１２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１０１】
　図１３に示すように、洗浄消毒装置１ｃは、内視鏡１００ａと接続するためのチューブ
１２を接続する複数、ここでは、２つの接続口１１ａ及び１１ｂを有して構成されている
。なお、接続口１１ａ及び１１ｂは同様の構成のため、以下の説明では、接続口１１ａに
ついてのみ説明する。チューブ１２の一端には、洗浄消毒装置１ｃに接続する接続口金１
３が設けられている。また、チューブ１２の他端には、内視鏡１００ａまたは内視鏡１０
０ａの電気コネクタを覆う防水キャップ１０２ａの防水口金１０３ａと接続する内視鏡口
金１４が設けられている。
【０１０２】
　図１４は、第５の実施の形態に係る洗浄消毒装置の内部構成について説明するための図
である。
【０１０３】
　図１４に示すように、洗浄消毒装置１ｃは、接続口１１ａの後端に管路３ａが接続され
ており、この管路３ａの後端には、ポンプ１５が接続されている。また、管路３ａの途中
には、締切弁１６が設けられている。
【０１０４】
　このような構成において、チューブ１２の接続口金１３が接続口１１ａに接続され、内
視鏡口金１４が防水口金１０３ａに接続されると、締切弁１６よりも接続口１１ａ側の管
路３ａ、チューブ１２の内部及び内視鏡１００ａの気密エリアが接続され、これらが気密
状態に保たれる。
【０１０５】
　ここで、図１５及び図１６を用いて、接続口及び接続口金の詳細な構成について説明す
る。
【０１０６】
　図１５は、接続口及び接続口金の詳細な構成について説明するための図であり、図１６
は、接続口及び接続口金が接続されている状態を説明するための図である。
【０１０７】
　図１５に示すように、チューブ１２の接続口金１３の近傍にフランジ１７が設けられて
いる。このフランジ１７上の所定の位置に、チューブ１２の長手軸方向に平行であり、か
つ洗浄消毒装置１ｃの方向に突起部１８が設けられている。
【０１０８】
　一方、洗浄消毒装置１ｃの接続口１１ａ上側には、接続口金１３が接続口１１ａに接続
されたときに、突起部１８が挿入される形状の突起部挿入口１９が設けられている。この
突起部挿入口１９の後側には、接続口金１３が接続口１１ａに気密状態になるように接続
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されたときに、図１６に示すように、突起部１８が押すことができる位置に押しボタンス
イッチ２０が設けられている。
【０１０９】
　押しボタンスイッチ２０は、制御部６ａに電気的に接続されており、突起部１８による
押下の有無を示す押下検知信号を制御部６ａに出力する。これにより、制御部６ａは、内
視鏡１００ａが接続口１１ａに正しく接続されたか否かを判定して、その判定結果を報知
部７に報知させる。
【０１１０】
　なお、接続口１１ａと接続口金１３との接続を検知する構成は、突起部１８及び押しボ
タンスイッチ２０の構成に限定されるものではない。例えば、突起部が光センサの光軸を
遮ることで接続を検知する構成、金属の突起部と金属センサにより接続を検知する構成、
磁性を有する金属の突起部と磁気センサにより接続を検知する構成、突起部にＲＦＩＤチ
ップを内蔵しＲＦＩＤアンテナにより読み取ることで接続を検知する構成等であってもよ
い。このような構成の場合、接続検知時に機械的な接触がなくなるため、洗浄消毒装置１
ｃの耐久性を向上させることができる。
【０１１１】
　次に、このように構成された洗浄消毒装置１ｃの作用について説明する。
【０１１２】
　まず、検査者は、洗浄消毒装置１ｃの図示しない電源をＯＮにすると、洗浄消毒メニュ
ーを実行する内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報
読み取り部５に読み取らせる。これにより、接続口１１ａに内視鏡１００ａの洗浄消毒メ
ニューが割り当てられる。次に、検査者は、内視鏡口金１４を防水口金１０３ａに接続し
、接続口金１３を割り当てられた接続口１１ａに接続する。
【０１１３】
　接続口金１３が接続口１１ａに接続されると、押しボタンスイッチ２０が突起部１８に
より押下される。押しボタンスイッチ２０からは、押下検知信号が制御部６ａに出力され
、制御部６ａにより内視鏡１００ａが正しく接続されたか否かが判定される。この判定結
果は、報知部７で報知され、検査者に正しく接続されたか否かを報知する。その他の作用
は、第４の実施の形態と同様のため、説明を省略する。
【０１１４】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｃは、押しボタンスイッチ２０の押下検知信号により洗
浄消毒装置１ｃとチューブ１２との接続が正しく行われたかを自動に認識し、その結果を
報知するため、検査者の誤接続を確実に防止することができる。
【０１１５】
　ところで、洗浄消毒装置１ｃ、チューブ１２及び内視鏡１００ａが確実に接続されてい
ることを検知する構成として、図１７のように構成することができる。
【０１１６】
　図１７は、洗浄消毒装置、チューブ及び内視鏡の接続状態について説明するための図で
ある。
【０１１７】
　図１７に示すように、内視鏡１００ａは、防水口金１０３ａの先端部周辺に内視鏡情報
が記録されたＩＤチップ１０４ａを備える。
【０１１８】
　チューブ１２の内視鏡口金１４には、内視鏡口金１４が防水口金１０３ａに接続された
際に、ＩＤチップ１０４ａから内視鏡情報が読み取れる距離に近接するようにＲＦＩＤア
ンテナ２１が設けられている。また、チューブ１２の突起部１８の先端には、ＩＤチップ
２２が設けられている。
【０１１９】
　ＲＦＩＤアンテナ２１及びＩＤチップ２２は、チューブ１２、フランジ１７及び突起部
１８内に挿通された通信ケーブル２３により接続されている。ＲＦＩＤアンテナ２１は、
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ＩＤチップ１０４ａから読み出した内視鏡情報を、通信ケーブル２３を介してＩＤチップ
２２に伝送することができる。
【０１２０】
　洗浄消毒装置１ｃには、チューブ１２の接続口金１３が接続口１１ａに接続された際に
、ＩＤチップ２２に伝送された内視鏡情報が読み取れる距離に近接するようにＲＦＩＤア
ンテナ２４が設けられている。ＲＦＩＤアンテナ２４は、ＲＦＩＤアンテナ２１からＩＤ
チップ２２に伝送された内視鏡情報を読み出し、制御部６ａに出力する。
【０１２１】
　このような構成によれば、ＲＦＩＤアンテナ２１は、内視鏡口金１４と防水口金１０３
ａとが接続された際に、ＩＤチップ１０４ａに記録されている内視鏡情報を読み出し、読
み出した内視鏡情報をＩＤチップ２２に伝送する。そして、ＲＦＩＤアンテナ２４は、接
続口金１３が接続口１１ａに接続された際に、ＩＤチップ２２に伝送された内視鏡情報を
読み出し、読み出した内視鏡情報を制御部６ａに出力する。この結果、チューブ１２が洗
浄消毒装置１ｃ及び内視鏡１００ａと正しく接続されていることを検知することができる
。また、正しく接続させた場合、内視鏡１００ａの内視鏡情報が自動的に洗浄消毒装置１
ｃに読み出されるため、検査者が内視鏡情報読み取り部５に内視鏡情報を読み取らせる必
要がなくなる。
【０１２２】
（第６の実施の形態）
　次に、第６の実施の形態について説明する。
【０１２３】
　図１８は、第６の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。なお、図１８
において図１２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１２４】
　図１８に示すように、洗浄消毒装置１ｄは、図１２の制御部６ａに代わり、制御部６ｂ
を用いて構成されている。
【０１２５】
　制御部６ｂは、電源がＯＮにされると、管路３ａ及び３ｂのいずれか一方のみ所定の圧
力Ｐまで加圧するように洗浄消毒部４に指示する。ここでは、制御部６ｂは、洗浄消毒部
４に管路３ａを加圧する指示を出したものとする。次に、制御部６ｂは、ＩＤチップ１０
１ａに記録された内視鏡情報を読み出すと、内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューを取付け
部９ａに割り当てる。
【０１２６】
　制御部６ｂは、取付け部９ａに内視鏡１００ａが取付けられると、圧力測定部１０ａか
らの圧力変化を検知し、正しく接続されたことを認識する。制御部６ｂは、正しく接続さ
れたことを認識すると、洗浄消毒部４に取付け部９ａに割り当てた洗浄消毒メニューを実
行させる。
【０１２７】
　一方、制御部６ｂは、取付け部９ｂに内視鏡１００ａが取付けられると、管路３ｂが加
圧されていないため、圧力測定部１０ｂからの圧力変化を検知することがない。制御部６
ｂは、圧力変化を検知していない期間は正しく接続されていないと判定し、洗浄消毒部４
に洗浄消毒メニューを実行させない。
【０１２８】
　次に、このように構成された洗浄消毒装置１ｄの作用について説明する。
【０１２９】
　まず、検査者が洗浄消毒装置１ｄの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
のいずれか一方、ここでは、管路３ａが所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、
洗浄消毒メニューを実行する内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情
報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。これにより、取付け部９ａに内視鏡１００
ａの洗浄消毒メニューが割り当てられ、割り当てられた取付け部９ａを特定するための取
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付け部特定情報が制御部６ｂから報知部７に出力され、報知部７により取付け部特定情報
が報知される。
【０１３０】
　検査者が割り当てられた取付け部９ａに内視鏡１００ａを取付けると、取付け部９ａに
接続された管路３ａが減圧され、その圧力変化の情報が圧力測定部１０ａからの制御部６
ｂに出力される。制御部６ｂは、その圧力変化の情報から取付け部９ａに内視鏡１００ａ
が正しく取付けられたことを認識し、洗浄消毒メニューを洗浄消毒部４に実行させる。一
方、制御部６ｂは、圧力変化の情報が入力されない場合、取付け部９ａに内視鏡１００ａ
が正しく取付けられていないと判定し、洗浄消毒メニューを洗浄消毒部４に実行させない
。
【０１３１】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｄは、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく取付けら
れていない場合、洗浄消毒メニューを実行させないため、誤接続の状態での洗浄消毒メニ
ューの実行を防ぐことができる。また、検査者は、誤接続の状態では、洗浄消毒メニュー
が実行されないため、誤接続を容易に認識することができる。
【０１３２】
（第７の実施の形態）
　次に、第７の実施の形態について説明する。
【０１３３】
　図１９は、第７の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図であり、図２０Ａ及び
２０Ｂは、取付け部の詳細な構成を説明するための図であり、図２１Ａ及び２１Ｂは、ソ
レノイド格納部の構成を説明するための断面図である。なお、図１９において図１８と同
様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１３４】
　図１９に示すように、洗浄消毒装置１ｅは、図１８の制御部６ｂ、取付け部９ａ及び取
り付け部９ｂに代わり、制御部６ｃ、取付け部２５ａ及び取付け部２５ｂを用いて構成さ
れている。取付け部２５ａ及び２５ｂは、制御部６ｃに電気的に接続されている。
【０１３５】
　図２０Ａに示すように、取付け部２５ａには、内視鏡１００ａの防水口金１０３ａに設
けられたピン１０５ａ（図１９参照）が嵌合する切り欠き部２６が設けられている。また
、取付け部２５ａには、可動鉄心２７を可動させるソレノイド２９が格納されたソレノイ
ド格納部２８が設けられている。
【０１３６】
　図２１Ａに示すように、ソレノイド２９は、可動鉄心２７を付勢するバネ３０と、バネ
３０の周囲に巻かれたコイル３１とを有している。コイル３１が通電されていない状態で
は、バネ３０の付勢力により可動鉄心２７が先端側に押し出され、図２０Ａに示すように
、切り欠き部２６は、可動鉄心２７により閉じられた閉鎖状態となる。
【０１３７】
　一方、制御部６ｃの制御によりコイル３１が通電されると、磁力が発生し、可動鉄心２
７がバネ３０の付勢力に抗して後端側に引き込まれ、図２０Ｂに示すように、切り欠き部
２６は開かれた開放状態となる。このように、可動鉄心２７は切り欠き部２６を閉鎖状態
または開放状態にする開閉部を構成する。
【０１３８】
　制御部６ｃは、内視鏡１００ａの洗浄消毒メニューを取付け部２５ａに割り付けると、
取付け部２５ａの切り欠き部２６を開くように、即ち、コイル３１を通電するように指示
を出す。これにより、制御部６ｃは、取付け部２５ａの切り欠き部２６を開ける。制御部
６ｃは、圧力測定部１０ａからの圧力変化に基づき、取付け部２５ａに内視鏡１００ａが
取付けられたことを検知すると、コイル３１への通電を解除する指示を出す。これにより
、制御部６ｃは、取付け部２５ａの切り欠き部２６を可動鉄心２７により閉じる。
【０１３９】
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　次に、このように構成された洗浄消毒装置１ｅの作用について説明する。
【０１４０】
　まず、検査者が洗浄消毒装置１ｅの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧され、保圧が実行される。制御部６ｃは、保圧状態を認識し、報
知部７に対して「ＩＤチップを内視鏡情報読み取り部５に読み取らせてください」という
報知を実行するように指示し、報知部７に実行させる。次に、検査者は、内視鏡１００ａ
のＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる
。制御部６ｃによって取付け部２５ａ及び２５ｂの一方、この例では、取付け部２５ａに
洗浄消毒メニューが割り当てられる。
【０１４１】
　割り当てられた取付け部２５ａに対して、切り欠き部２６を開くように制御部６ｃによ
って指示がされる。この制御部６ｃからの指示により、取付け部２５ａのソレノイド２９
のコイル３１が通電状態となり、可動鉄心２７が可動する。この結果、取付け部２５ａの
切り欠き部２６が開き、検査者は一方の取付け部２５ａに内視鏡１００ａの防水口金１０
３ａを取り付けることが可能になる。
【０１４２】
　切り欠き部２６が開いた取付け部２５ａに、内視鏡１００ａが接続されると、内視鏡１
００ａの内部の管路と取付け部２５ａの内部の管路とが連通するため、管路３ａの圧力値
は低下する。この圧力変化が制御部６ｃに検知されると、取付け部２５ａに内視鏡１００
ａが取り付けられたことが認識され、取付け部２５ａに通電状態を解除する指示が出され
る。
【０１４３】
　制御部６ｃからの指示により、ソレノイド２９内のコイル３１の通電状態が解除される
。この結果、可動鉄心２７がソレノイド２９のバネ３０の力で押し戻されることで、取付
け部２５ａの切り欠き部２６が閉じられ、取付け部２５ａから内視鏡１００ａの防水口金
１０３ａが取り外し不可能な状態となる。検査者は、内視鏡１００ｂに対しても上記作用
を繰り返し実行し、取付け部２５ｂに内視鏡１００ｂを取付ける。
【０１４４】
　制御部６ｃは、２つの内視鏡１００ａ及び１００ｂがそれぞれ取付け部２５ａ及び２５
ｂに取付けられたことを認識すると、洗浄消毒部４に内視鏡１００ａ及び１００ｂの種類
に応じた洗浄消毒メニューを実行するように指示を行い、洗浄消毒部４に実行させる。同
時に、制御部６ｃは、報知部７に対して「洗浄消毒メニューを実行中」という報知を実行
するように指示を行い、報知部７に実行させる。
【０１４５】
　制御部６ｃは、洗浄消毒メニューの実行が終了すると、報知部７に対して洗浄消毒メニ
ューの結果を報知するように指示を行い、報知部７に実行させる。同時に、制御部６ｃは
、洗浄消毒部４に対して管路３ａ及び３ｂの除圧を実行するように指示し、洗浄消毒部４
に実行させる。この結果、管路３ａ及び３ｂ内の圧力が大気圧と同等になる。
【０１４６】
　制御部６ｃは、圧力測定部１０ａ及び１０ｂからの圧力値に基づいて、それぞれ管路３
ａ及び３ｂが除圧されたことを認識し、取付け部２５ａ及び２５ｂに対して、切り欠き部
２６を開くように指示を行う。検査者は、取付け部２５ａ及び２５ｂから内視鏡１００ａ
及び１００ｂを取り外すし、洗浄消毒メニューを終了する。
【０１４７】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｅは、適切なタイミングで取付け部２５ａ及び２５ｂの
切り欠き部２６を開閉し、物理的に内視鏡１００ａ及び１００ｂへの接続を妨害すること
により、確実に誤接続を防止することができる。この結果、洗浄消毒装置１ｅの操作方法
を詳しく知らない検査者でも洗浄消毒装置１ｅを簡便に扱うことができる。
【０１４８】
（第８の実施の形態）
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　次に、第８の実施の形態について説明する。
【０１４９】
　図２２は、第８の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図であり、図２３は、取
付け部の格納時の格納部の詳細な構成を説明するための図であり、図２４は、取付け部の
取り出し時の格納部の詳細な構成を説明するための図であり、図２５は、管路の巻き取り
時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。なお、図２２において図１９と同様
の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１５０】
　図２２に示すように、洗浄消毒装置１ｆは、図１９の制御部６ｃ、取付け部２５ａ及び
取付け部２５ｂに代わり、それぞれ制御部６ｄ、取付け部３２ａ及び取付け部３２ｂを用
いて構成されている。また、洗浄消毒部４は、管路３ａ及び取付け部３２ａを格納する格
納部３３ａと、管路３ｂ及び取付け部３２ｂを格納する格納部３３ｂとを有して構成され
る。
【０１５１】
　取付け部３２ａは、図１９の取付け部２５ａから可動鉄心２７、ソレノイド格納部２８
及びソレノイド２９が削除されている。また、図２３に示すように、取付け部３２ａの外
表面には、可動鉄心３８の先端形状に対応した切り欠き部３６が設けられている。
【０１５２】
　格納部３３ａは、取付け部３２ａが格納される先端側格納部３４ａと、管路３ａが格納
される後端側格納部３５ａと有する。同様に、格納部３３ｂは、取付け部３２ｂが格納さ
れる先端側格納部３４ｂと、管路３ｂが格納される後端側格納部３５ｂと有する。なお、
格納部３３ａ及び格納部３３ｂの構成は同一のため、以下の説明では、格納部３３ａにつ
いて説明する。
【０１５３】
　図２３に示すように、先端側格納部３４ａの上面には、制御部６ｄからの指示を受けて
動作するソレノイド３７が配置されている。ソレノイド３７は、制御部６からの指示によ
り、内部のコイルが通電されていない状態では、可動鉄心３８を内部に設けられたバネの
付勢力により、先端が下方に押し出す。一方、ソレノイド３７は、制御部６ｄからの指示
により、内部のコイルが通電された状態では、コイルで発生した磁界により可動鉄心３８
を上方に引き込む。
【０１５４】
　また、先端側格納部３４ａの内部には、取付け部３２ａが格納されると付勢力を発生す
るバネ３９が設けられている。図２４に示すように、ソレノイド３７のコイルが通電され
、可動鉄心３８が切り欠き部３６から外れると、取付け部３２ａは、バネ３９の付勢力に
より格納部３３ａの前方に押し出される。
【０１５５】
　また、後端側格納部３５ａには、管路３ａを巻き取るための巻き取り部４０が設けられ
ている。この巻取り部４０は、巻き取りバネ４１及び爪状の突起部４２を有している。取
付け部３２ａ及び管路３ａが引き出されることにより巻き取りバネ４１に張力が発生する
。
【０１５６】
　巻き取りバネ４１の張力によって管路３ａが巻き取られないように、突起部４２に引っ
かかるストッパ４３が配置されている。このストッパ４３は、後端側格納部３５ａの上面
配置されたストッパ解除ボタン４４に取付けられたバネ４５の付勢力により、巻き取り部
４０に押し付けられている。
【０１５７】
　巻き取り部４０は、図２５に示すように、ストッパ解除ボタン４４が押されると、突起
部４２からストッパ４３が外れ、巻き取りバネ４１に発生した張力により管路３ａを自動
的に巻き取ることが可能となっている。
【０１５８】
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　次に、このように構成された洗浄消毒装置１ｆの作用について説明する。
【０１５９】
　まず、検査者が洗浄消毒装置１ｆの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、洗浄消毒メニューを実行する内視鏡１
００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取
らせる。
【０１６０】
　制御部６ｄが内視鏡情報読み取り部５からの内視鏡情報を認識し、一方の取付け部３２
ａが格納される格納部３３ａに配置されたソレノイド３７のコイルに通電するよう指示を
行う。制御部６ｄからの指示により、ソレノイド３７のコイルが通電状態となり、ソレノ
イド３７の可動鉄心３８が上方に動作し、取付け部３２ａの外表面に形成された切り欠き
部３６から外れる。このとき、取付け部３２ａの後端側に配置されたバネ３９の付勢力に
よって、取付け部３２ａが格納部３３ａの外部へと押し出される。
【０１６１】
　検査者は、押し出された取付け部３２ａに一方の内視鏡１００ａを接続する。このとき
内視鏡１００ａの内部と取付け部３２ａの管路とが連通するため、管路３ａ内の圧力値は
低下する。
【０１６２】
　制御部６ｄは、圧力値の低下によって取付け部３２ａに一方の内視鏡１００ａが接続さ
れたことを認識し、格納部３３ａに配置されたソレノイド３７への通電を停止する。接続
されていない他方の内視鏡１００ｂに対して同様の作用を繰り返し実行する。そして、検
査者は、取付け部３２ａ及び３２ｂにそれぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付けると
、第７の実施の形態と同様に洗浄消毒メニューを実行する。
【０１６３】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｆは、内視鏡情報を読み取ると取付け可能な取付け部３
２ａまたは３２ｂを格納部３３ａまたは３３ｂから押し出すようにした。この結果、洗浄
消毒装置１ｆは、検査者が取付け可能な取付け部３２ａまたは３２ｂを視覚的に確認する
ことができるため、確実に誤接続を防止することができる。
【０１６４】
　また、洗浄消毒装置１ｆは、管路３ａ及び３ｂと、取付け部３２ａ及び３２ｂを洗浄消
毒部４の内部に格納可能となっており、第７の実施の形態の洗浄消毒装置１ｅに比べ、省
スペース化を実現することができる。
【０１６５】
（第９の実施の形態）
　図２６は、第９の実施の形態に係る洗浄消毒装置の構成を示す図である。なお、図２６
において図２２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１６６】
　図２６に示すように、洗浄消毒装置１ｇは、図２２の制御部６ｄに代わり、制御部６ｅ
を用いるとともに、格納部３３ａ及び３３ｂが削除されて構成されている。
【０１６７】
　制御部６ｅは、電源がＯＮにされると、管路３ａを所定の圧力Ｐ１、管路３ｂを所定の
圧力Ｐ２にするための指示を洗浄消毒部４に出力する。ここで、所定の圧力Ｐ１とは、取
付け部３２ａに内視鏡１００ａを取付ける際に、人の力で十分取付け可能な圧力である。
また、所定の圧力Ｐ２とは、取付け部３２ａに内視鏡１００ａを取付ける際に、人の力で
は取付け不可能な圧力である。洗浄消毒部４は、制御部６ｅからの指示に基づき、図示し
ないポンプ等から空気等の気体を管路３ａ及び３ｂに供給する。
【０１６８】
　制御部６ｅは、圧力測定部１０ａからの測定値に基づき、管路３ａが所定の圧力Ｐ１に
なったことを検知すると、例えば、管路３ａに設けられている図示しない電磁弁を閉じる
ことで、管路３ａ内を所定の圧力Ｐ１で保圧する。また、制御部６ｅは、圧力測定部１０
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ｂからの測定値に基づき、管路３ｂが所定の圧力Ｐ２になったことを検知すると、管路３
ｂ内を所定の圧力Ｐ２で保圧する。
【０１６９】
　そして、制御部６ｅは、内視鏡情報読み取り部５で内視鏡１００ａの内視鏡情報が読み
取られると、人の力で十分取付け可能な所定の圧力Ｐ１で保圧されている取付け部３２ａ
に内視鏡１００ａを取り付けるよう、報知部７に報知させる。
【０１７０】
　ここで、このように構成された洗浄消毒装置１ｇの作用について図２７を用いて説明す
る。
【０１７１】
　図２７は、第９の実施の形態に係る洗浄消毒装置１ｇの作用について説明するための図
である。
【０１７２】
　まず、検査者が時間Ｔ１において、洗浄消毒装置１ｇの図示しない電源をＯＮにすると
、制御部６ｅは、洗浄消毒部４の図示しないポンプを稼動させ、管路３ａ及び３ｂに対し
て加圧を行う。制御部６ｅは、圧力測定部１０ａからの管路３ａ内の圧力値をセンシング
し、所定の圧力Ｐ１に達した時間Ｔ２で管路３ａの加圧を停止する。これにより、管路３
ａ内は所定の圧力Ｐ１で保圧される。
【０１７３】
　そして、制御部６ｅは、時間Ｔ２以降もポンプを稼動させ、管路３ｂに対してさらなる
加圧を行う。制御部６ｅは、圧力測定部１０ｂからの管路３ｂ内の圧力値をセンシングし
、所定の圧力Ｐ２に達した時間Ｔ３で管路３ｂの加圧を停止する。これにより、管路３ｂ
内は所定の圧力Ｐ２で保圧される。
【０１７４】
　検査者は、一方の内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視
鏡情報読み取り部５に読み取らせる。制御部６ｅは、内視鏡１００ａを取付け可能な取付
け部３２ａに内視鏡１００ａを接続するように、報知部７に報知させる。検査者は、報知
部７で報知された情報から、時間Ｔ４において、内視鏡１００ａを取付け部３２ａに取付
ける。ここで、検査者が内視鏡１００ａを取付け部３２ｂに取付けようとした場合、管路
３ｂが人の力では取付けが不可能な所定の圧力Ｐ２となっているため、誤接続ができない
。検査者が内視鏡１００ａを取付け部３２ａに取付けると、内視鏡１００ａの内部と取付
け部３２ａ内の管路とが連通するため、管路３ａ内の圧力が低下する。制御部６ｅは、こ
の圧力変化を検出し、取付け部３２ａに内視鏡１００ａが正しく取付けられたことを認識
する。
【０１７５】
　次に、検査者は、時間Ｔ５において、もう一方の内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂ
に記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。制御部６ｅは、内視
鏡情報読み取り部５から内視鏡情報が入力されると、管路３ａ及び３ｂの圧力を大気圧ま
で除圧する。これにより、検査者は、管路３ｂに接続された取付け部３２ｂに内視鏡１０
０ｂを取付けることが可能となる。そして、検査者は、取付け部３２ａ及び３２ｂにそれ
ぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付けると、第７の実施の形態と同様に洗浄消毒メニ
ューを実行する。
【０１７６】
　以上のように、洗浄消毒装置１ｇは、管路３ａ及び３ｂの一方を人の力では取付け不可
能な所定の圧力Ｐ２まで加圧し、取付け部３２ａ及び３２ｂの一方に内視鏡を取付けるこ
とを不可能にした。この結果、洗浄消毒装置１ｇは、誤接続を確実に防止することができ
る。
【０１７７】
　また、洗浄消毒装置１ｇは、第７及び第８の実施の形態の洗浄消毒装置１ｅ及び１ｆに
比べ、機械的な構造を簡略化できるため、より安価に提供することができる。
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【０１７８】
　ところで、洗浄消毒装置１では、内部のメモリ等にリプロセス情報（洗浄消毒情報）を
記録して、そのリプロセス情報をプリンタで出力する機能を備えている。そして、検査者
は、プリンタで出力された紙を活用して、リプロセス情報の管理を行っている。
【０１７９】
　しかしながら、洗浄消毒装置１の内部のメモリ容量が限られるため、洗浄消毒装置１を
使用している期間の全てのリプロセス情報を記録することは難しい。また、紙によるリプ
ロセス情報の管理では、紙の劣化や紛失等の可能性があるため、検査者にとっては効率的
にリプロセス情報の管理を行うことができないという問題があった。そこで、洗浄消毒装
置１のリプロセス情報の管理を容易にすることができる履歴管理ユニットについて説明す
る。
【０１８０】
　図２８Ａは、履歴管理ユニットを斜め前方から見た斜視図であり、図２８Ｂは、履歴管
理ユニットを斜め後方から見た斜視図である。
【０１８１】
　図２８Ａに示すように、履歴管理ユニット２００の前面には、電源スイッチ２０１と、
洗浄消毒装置１との通信状態を検知する通信ランプ２０２と、ＵＳＢメモリ等の記録媒体
を接続可能なポート２０３と、記録媒体の接続状態を検知する接続ランプ２０４とを備え
る。
【０１８２】
　また、図２８Ｂに示すように、履歴管理ユニット２００の後面には、電源を接続するた
めの電源コンセント２０５と、洗浄消毒装置１及びパーソナルコンピュータに接続するた
めの通信ポート２０６及び２０７とを備える。
【０１８３】
　図２９Ａ、２９Ｂ及び２９Ｃは、履歴管理ユニット２００のデータ通信について説明す
るための図である。
【０１８４】
　図２９Ａに示すように、履歴管理ユニット２００は、ＲＳ２３２Ｃケーブル等の通信ケ
ーブル２０８を介して洗浄消毒装置１に接続される。これにより、履歴管理ユニット２０
０は、通信ケーブル２０８を介して洗浄消毒装置１からリプロセス情報を取得し、図示し
ない内部のメモリに記録する。履歴管理ユニット２００に記録されたリプロセス情報は、
ＵＳＢメモリ等の記録媒体２０９をポート２０３に接続することで、記録媒体２０９に出
力することができる。
【０１８５】
　記録媒体２０９に出力するファイルは、例えばＣＳＶ形式等の汎用性のあるデータ形式
である。検査者は、この記録媒体２０９を用いてリプロセス情報が含まれるデータをパー
ソナルコンピュータ２１０に転送することができる。また、図２９Ｂに示すように、洗浄
消毒装置１は、リプロセス情報を無線通信により履歴管理ユニット２００に転送し、履歴
管理ユニット２００は、このリプロセス情報を無線通信によりパーソナルコンピュータ２
１０に転送するようにしてもよい。
【０１８６】
　また、図２９Ｃに示すように、履歴管理ユニット２００は、ＲＳ２３２Ｃケーブル等の
通信ケーブル２０８を介して洗浄消毒装置１に接続される。これにより、履歴管理ユニッ
ト２００は、通信ケーブル２０８を介して洗浄消毒装置１からリプロセス情報を取得し、
図示しない内部のメモリに記録する。履歴管理ユニット２００に記録されたリプロセス情
報は、通信ケーブル２１５を介して接続されたPC２１０に転送できるようにしても良い。
【０１８７】
　これにより、検査者は、パーソナルコンピュータ２１０内でリプロセス情報の管理を行
うことができる。このため、リプロセス情報の記録件数を拡大することができ、また、リ
プロセス情報を紙ではなく、電子データとして管理することが可能となる。



(22) JP 5427320 B1 2014.2.26

10

20

30

40

50

【０１８８】
　また、履歴管理ユニット２００は、図３０に示す専用の固定具を用いて洗浄消毒装置１
の側面や前面に設置することで、省スペース化が可能となっている。
【０１８９】
　図３０は、履歴管理ユニット２００を洗浄消毒装置１に固定する固定具の例を示す図で
ある。
【０１９０】
　図３０に示すように、固定具２１１は、Ｌ字形状に形成されている。固定具の材質につ
いては特に限定されないが、例えば金属で構成する場合には、ステンレスを用いることも
できる。固定具２１１の上辺には、複数のネジ孔２１２が設けられており、図示しないネ
ジによって洗浄消毒装置１の側面に固定される。また、固定具２１１の底面２１３には、
複数のネジ孔２１４が設けられている。履歴管理ユニット２００は、固定具２１１の底面
２１３に置かれ、図示しないネジによって固定具２１１に固定される。
【０１９１】
　図３１は、履歴管理ユニット２００を洗浄消毒装置１の両側面に設置した状態を示す図
であり、図３２は、図３１を斜め前方から見た拡大図である。
【０１９２】
　図３１に示すように、固定具２１１は洗浄消毒装置１の両側面に固定でき、固定具２１
１の底面２１３に履歴管理ユニット２００を固定することができる。このように、履歴管
理ユニット２００を洗浄消毒装置１の側面に設置することで、省スペース化が可能となる
。
【０１９３】
　図３３は洗浄消毒部４の例を示す配管図である。
【０１９４】
　例えば、洗浄消毒部４は、内視鏡を配置可能な桶状の洗浄槽３００を含んでもよく、前
記取付け部２（２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ）は、前記洗浄槽３００内で開口していてもよい
。
【０１９５】
　洗浄消毒部４は、前記洗浄槽３００内で開口する排水口３０１、排水口３０１と装置外
部とを連結する排水管路３０２を含んでもよい。排水管路３０２に排水ポンプ３０３を設
けて洗浄槽３００内の液体を積極的に排出できるようにしてもよい。
【０１９６】
　洗浄消毒部４は、内視鏡を洗浄する洗浄液を貯留する洗浄タンク３０４ａ、前記洗浄タ
ンク３０４ａから導出された洗剤管路３０５、前記洗浄槽３００に向けて開口している洗
浄ノズル３０６、および、前記洗剤管路３０５に配置されて、前記洗浄タンク３０４ａか
ら洗浄液を吸い上げる洗剤用ポンプ３０７を含んでもよい。
【０１９７】
　洗浄消毒部４は装置外の水道蛇口３０８および給水ホース３０９ａに連結された給水ホ
ース接続口３０９、前記洗浄槽３００に向けて開口している給水循環ノズル３１０、給水
ホース接続口３０９と前記給水循環ノズル３１０とを連結する給水管路３１１、前記給水
管路３１１に配置されて水道水を濾過する給水フィルタ３１２、水道からの水道水の供給
を調節する給水電磁弁３１３、および、水道水の逆流を防止する逆止弁３１４を含んでも
よい。例えば、水道水は洗浄液の希釈、消毒液の希釈、またはすすぎに利用することがで
きる。
【０１９８】
　洗浄消毒部４は前記洗浄槽３００内で開口している循環口３１５、および、前記循環口
３１５と前記取付け部２とを連通する循環管路３１６を含んでもよい。
【０１９９】
　洗浄槽３００に洗浄液および水道水を供給して、洗浄液を希釈した後に、前記循環管路
３１６を通じて希釈洗浄液を流通し、内視鏡管路に洗浄液を導入することができる。ただ
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し、本発明の洗浄消毒部４はこれに限定されず、前記洗浄タンク３０４ａから直接前記循
環管路３１６まで流通する構造を有していてもよい。
【０２００】
　洗浄消毒部４は、消毒液を貯留する薬液タンク３１７、前記薬液タンク３１７から導出
された薬液管路３１８、前記洗浄槽３００に向けて開口している消毒液ノズル３１９、お
よび、前記薬液管路３１８に配置されて、前記薬液タンク３１７から消毒液を吸い上げる
薬液ポンプ３２０を含んでもよい。
【０２０１】
　消毒液も上述の洗浄液と同様に、洗浄槽３００経由で内視鏡管路に導入されても良いし
、前記薬液タンク３１７から直接導入する構造を有していてもよい。
【０２０２】
　前記薬液タンク３１７は薬液回収管路３２１で前記排水口３０１と接続されていてもよ
い。内視鏡の消毒に利用した消毒液を前記薬液タンク３１７に回収して、次回の消毒に再
利用してもよい。
【０２０３】
　洗浄消毒部４は、アルコールを貯留するアルコールタンク３０４ｂ、前記アルコールタ
ンク３０４ｂと前記取付け部２を連結するアルコール管路３２２を含んでもよい。
【０２０４】
　洗浄消毒部４は、装置外部につながるエアポンプ３２３、および前記エアポンプ３２３
と前記取付け部２を連結するエア管路３２４を含んでもよい。前記エア管路３２４にはエ
アポンプ３２３によって供給される空気を濾過するエアフィルタ３２５を備えていてもよ
い。
【０２０５】
　前記取付け部２に洗浄液または消毒液を供給する管路に、前記エア管路３２４をつない
で、気体と液体とを混合した流体を内視鏡に供給できるようにしてもよい。
【０２０６】
　取付け部（２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ）にはそれぞれ電磁弁３２６が設けられていてもよ
く、制御部６により前記電磁弁３２６の開閉や、開口の大きさを調整することで、洗浄消
毒メニューを異ならせることもできる。また、それぞれの取付け部に連結する各管路にポ
ンプを設けて、ポンプの出力により洗浄メニューを異ならせることもできる。
【０２０７】
　洗浄消毒部４は、洗浄消毒時に内視鏡付属品を収容する洗浄ケース３２７、前記洗浄槽
３００を加熱するヒータ３２８、前記洗浄槽３００内の液体を超音波振動させる超音波振
動子３２９、洗浄消毒装置に取り付けられた内視鏡洗浄消毒用薬液ボトル３３０を前記薬
液タンク３１７につなぐ薬液供給管路３３１、を含んでいてもよい。
【０２０８】
　（参考例１）
　内視鏡洗浄消毒装置では、内視鏡を洗浄消毒した後に、内視鏡の内部管路へアルコール
を送ることで乾燥を促進させるアルコールフラッシュが実施できる。このアルコールフラ
ッシュは、洗浄消毒工程に組み込むことで連続して実施できる。アルコールは内視鏡洗浄
消毒装置内に収納されているアルコールタンクから一定量吸い上げて供給される。
【０２０９】
　もしアルコールタンク内のアルコールが必要量に足りなかった場合、内視鏡洗浄消毒装
置はアルコールフラッシュ中にアルコール不足を検出し、洗浄消毒工程を異常停止させる
。
【０２１０】
　一方で近年、内視鏡の洗浄消毒履歴を残す必要性が重視されている。内視鏡洗浄消毒装
置は、洗浄消毒工程の動作履歴データを保有しており、使用者の内視鏡洗浄消毒管理の一
助を担っている。もし前記アルコール不足が発生すると、洗浄消毒工程は“異常終了”し
たという動作履歴データが残る。“正常終了”したという動作履歴データを取得するため
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には、全ての洗浄消毒工程を最初からやり直す必要があり、手間となってしまう。
【０２１１】
　そこで、アルコールが必要量に達しなかった場合には、内視鏡洗浄消毒装置は洗浄消毒
工程を一時停止させ、アルコールタンクへのアルコール補充を警告し、洗浄消毒工程を再
開できるようにした。これにより、アルコールが不足しても洗浄消毒工程を異常停止する
ことなくアルコールフラッシュを最後まで実行することを可能とした。すなわち、洗浄消
毒工程を始めからやり直すことなく、洗浄消毒工程の“正常終了”の動作履歴データを残
すことができる。
【０２１２】
　（参考例２）
　内視鏡洗浄消毒装置は洗浄消毒工程の動作履歴データを保有しており、内蔵の専用プリ
ンタを使用することで動作履歴データの印刷が可能である。印刷される内容には、洗浄消
毒工程の終了時間、洗浄時間や消毒時間等の設定内容、洗浄消毒装置および被洗浄消毒内
視鏡のシリアルナンバー、使用者情報、洗浄消毒装置動作回数である。動作履歴データが
“異常終了”だった場合は、前記内容に、異常内容を示す異常コードも印刷される。
【０２１３】
　しかし、“正常終了”と“異常終了”の印刷内容の相違が少ないため、識別がしにくか
った。
【０２１４】
　そこで、正常終了しなかったことをわかりやすくするために、“異常終了”の印刷内容
から洗浄時間や消毒時間等の設定内容を削除するようにした。
【０２１５】
　また、“正常終了”“異常終了”双方の印刷内容に洗浄消毒工程の開始時間を追加する
ようにした。
【０２１６】
　これにより、動作履歴データの印刷内容が理解しやすくできる。
【０２１７】
　（参考例３）
　内視鏡洗浄消毒装置は洗浄消毒工程の動作履歴データを保有しており、内蔵の専用プリ
ンタを使用することで動作履歴データの印刷が可能である。内視鏡の洗浄消毒工程の正常
終了後もしくは異常終了後、内視鏡洗浄消毒装置に備えられている印刷ボタンを押すこと
で、動作履歴データがプリンタによって印刷される。
【０２１８】
　もし毎回の洗浄消毒工程終了後に印刷をする使用者がいる場合、印刷ボタンを押す頻度
が高くなり、使用者の負担となる。
【０２１９】
　そこで、洗浄消毒工程の終了に同期して、自動で動作履歴データが印刷されるように設
定できるようにした。自動で印刷されないように設定することもできる。
【０２２０】
　これにより、使用者の作業負担が軽減できる。
【０２２１】
　（参考例４）
　内視鏡洗浄消毒装置は洗浄消毒工程の動作履歴データを保有しており、内蔵の専用プリ
ンタを使用することで動作履歴データの印刷が可能である。洗浄消毒工程が終了する度に
印刷することで、全ての洗浄消毒工程の動作履歴データが出力できる。さらに、その日に
動作させた洗浄消毒工程の動作履歴データ全てを一括して印刷するモードを実行すること
で、時系列に動作履歴データを印刷することもできる。
【０２２２】
　しかし、前述の印刷モードには、洗浄消毒工程“正常終了”の動作履歴データのみが印
刷されていたため、“異常終了”の動作履歴データの発生状況まで一括して印刷すること
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は、洗浄消毒工程が異常停止したタイミングしかなく、履歴管理の面で不便であった。
【０２２３】
　そこで、前述印刷モードによって、その日に発行された洗浄消毒工程“正常終了”と“
異常終了”の両方の動作履歴データを、時系列で印刷できるようにした。また、従来どお
り“異常終了”の動作履歴データは含まないように設定することもできる。
【０２２４】
　これにより、内視鏡洗浄消毒装置での洗浄消毒履歴の管理性が向上する。
【０２２５】
　（参考例５）
　内視鏡洗浄消毒装置は洗浄消毒工程中に何らかの原因で異常を検知した際、その異常の
状態に応じた異常コードを内視鏡洗浄消毒装置の操作パネル上に表示した上で、異常ブザ
ーを鳴動させながら洗浄消毒工程を異常停止させる。本異常ブザーの鳴動は短時間で終了
し、操作パネル上の異常コードは表示状態を維持する。本異常コードの表示は、操作パネ
ル上のいずれかのボタンを押すか、内視鏡を収納している洗浄槽のカバーを開けるかする
ことで操作パネル上から消去され、内視鏡洗浄消毒装置はスタンバイ状態に復帰する。
【０２２６】
　もし、使用者が前述異常コードを操作パネル上から消去させることを意図せずに前述操
作を行った場合、洗浄消毒工程中に発生した異常コードを知る手段は、印刷ボタンを押す
ことによる“異常終了”の動作履歴データの印刷しか残されないことになる。使用者が異
常発生に気づいていなかった場合には、印刷すらしない可能性がある。
【０２２７】
　一方、もし周囲の騒音によって使用者が異常ブザーを聞き逃したしまった場合、洗浄消
毒工程の異常停止に気がつくのが遅れ、作業効率が下がってしまう可能性がある。
【０２２８】
　そこで、洗浄消毒工程時に異常が発生した際に操作パネル上に表示される異常コード、
および鳴動する異常ブザーは、操作パネル上のストップボタンを押すことでしか消去・停
止ができないようにした。
【０２２９】
　これにより、正常終了時と異常停止時の装置状態の違いが明確になるため、ユーザーが
異常発生を認識しやすくできる。
【０２３０】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【０２３１】
　本出願は、２０１２年８月３１日に日本国に出願された特願２０１２－１９１１８１号
公報を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請
求の範囲、図面に引用されたものとする。
【要約】
　洗浄消毒装置１は、内視鏡１００ａを取り付けるための複数の取付け部２ａ及び２ｂと
、複数の取付け部２ａ及び２ｂに連通しており、取付け部２ａ及び２ｂ毎に異なる種類の
洗浄消毒メニューを同時に実施することのできる洗浄消毒部４と、内視鏡１００ａから内
視鏡情報を読み取る内視鏡情報読み取り部５とを有する。また、洗浄消毒装置１は、読み
取られた内視鏡情報に基づいて洗浄消毒メニューを決定し、決定した洗浄消毒メニューを
実施する取付け部２ａまたは２ｂを特定するための取付け部特定情報を出力する制御部６
と、制御部６から出力された取付け部特定情報を報知する報知部７とを有する。
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接部2a和2b连通，并且能够为各个附接部2a和2b执行不同类型的清洁/消
毒菜单。 内窥镜信息读取部5从内窥镜100a读取内窥镜信息。 另外，清
洗消毒装置1包括控制部6，该控制部6基于读取的内窥镜信息来决定清洗
消毒菜单，并输出用于识别用于执行所决定的清洗消毒菜单的安装部2a
或2b的安装部识别信息。 通知部7通知从控制部6输出的安装部识别信
息。
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